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マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）制
度
に
つ
い
て

1「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」と
は
何
の
こ
と
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）と
は
、国
民
一
人

一
人
が
持
つ
12
桁
の
番
号
の
こ
と
で
す
。

2
ど
う
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

　
必
要
な
の
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
は「
行
政
の
効
率
化
」、

「
国
民
の
利
便
性
」、「
公
平・
公
正
な
社
会
を
実

現
」と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

①
行
政
の
効
率
化

　
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
で
、様
々
な

情
報
の
照
合
、転
記
、入
力
な
ど
に
要
し
て
い
る

時
間
や
労
力
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
ま
す
。複
数
の

業
務
の
間
で
の
連
携
が
進
み
、作
業
の
重
複
な
ど

の
無
駄
が
削
減
さ
れ
ま
す
。

②
国
民
の
利
便
性
の
向
上

　
添
付
書
類
の
削
減
な
ど
、行
政
手
続
が
簡
素
化

さ
れ
、国
民
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、

行
政
機
関
が
持
っ
て
い
る
自
分
の
情
報
を
確
認

し
た
り
、行
政
機
関
か
ら
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の
お

知
ら
せ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
公
平・公
正
な
社
会
の
実
現

　

所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状
況
を

把
握
し
や
す
く
な
る
た
め
、負
担
を
不
当
に
免
れ

る
こ
と
や
給
付
を
不
正
に
受
け
る
こ
と
を
防
止

す
る
と
と
も
に
、本
当
に
困
っ
て
い
る
方
に
き
め

細
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3
自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

　
ど
う
知
る
の
？

　
平
成
27
年
10
月
か
ら
、住
民
票
を
有
す
る
全
て

の
人
に
、１
人
１
つ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番

号
）が
通
知
さ
れ
ま
す
。

　

市
町
村
か
ら
、住
民
票
の
住
所
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
通
知
が
送
ら
れ
ま
す
。外
国
籍
で
も
住
民

票
の
あ
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
す
。住
民
票
の
住

所
と
異
な
る
と
こ
ろ
に
お
住
ま
い
の
方
は
、お
住

ま
い
の
市
町
村
に
住
民
票
を
移
し
て
く
だ
さ
い
。

4「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」と
は

　
何
の
こ
と
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
後
に
市
町
村
に
申
請

を
す
る
と
、身
分
証
明
書
や
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
に

利
用
で
き
る
個
人
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
る
の
は
、券
面

に
記
載
さ
れ
た
氏
名
、住
所
、個
人
番
号
な
ど
の

ほ
か
、電
子
証
明
書
な
ど
に
限
ら
れ
、所
得
な
ど

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
の
高
い
個
人
情
報
は
記
録

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、平
成
28
年
１
月
か
ら
交

付
さ
れ
ま
す
。

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子
申
請
等
が
行
え
る
電

子
証
明
書
も
標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。

　
図
書
館
利
用
や
印
鑑
登
録
証
な
ど
、地
方
公
共

団
体
が
条
例
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
に
も
利
用
で

き
ま
す
。

　

既
に
お
持
ち
の
住
基
カ
ー
ド
は
有
効
期
限
ま

マイナンバーは、一生
使うものです。番号が
漏えいし、不正に使わ
れるおそれがある場
合を除き、一生変更さ
れませんので、大切に
してください。

ここにも、一つの物語。
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で
利
用
で
き
ま
す
。た
だ
し
、個
人
番
号
カ
ー
ド

と
の
重
複
所
持
は
で
き
ま
せ
ん
。

5
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
な
の
は
、

　
い
つ
？

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
、社
会
保
障
、税
、災
害
対

策
の
行
政
手
続
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

【
社
会
保
障
】

　
・年
金
の
資
格
取
得
や
確
認
、給
付

　
・雇
用
保
険
の
資
格
取
得
や
確
認
、給
付

　
・医
療
保
険
の
給
付
請
求

　
・福
祉
分
野
の
給
付
、生
活
保
護　
な
ど

【
税
】

　
・税
務
当
局
に
提
出
す
る
確
定
申
告
書
、

　

  

届
出
書
、調
書
な
ど
に
記
載

　
・税
務
当
局
の
内
部
事
務　
な
ど

【
災
害
対
策
】

　
・被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給

　
・被
災
者
台
帳
の
作
成
事
務　
な
ど

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
社
会
保
障・
税・
災
害
対
策

分
野
の
中
で
も
、法
律
や
地
方
公
共
団
体
の
条
例

で
定
め
ら
れ
た
行
政
手
続
に
し
か
使
え
ま
せ
ん
。

　

社
会
保
障・
地
方
税・
災
害
対
策
に
関
す
る
事

務
や
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
務
で
、地
方
公
共
団
体

が
条
例
で
定
め
る
事
務
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
例
え
ば
、次
の
よ
う
な
場
面
で
使
い
ま
す
。

・毎
年
６
月
の
児
童
手
当
の
現
況
届
の
際
に
市

町
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
示
し
ま
す
。

・厚
生
年
金
の
請
求
の
際
に
年
金
事
務
所
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
示
し
ま
す
。

・
源
泉
徴
収
票
な
ど
に
記
載
す
る
た
め
、勤
務

先
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
示
し
ま
す
。

　

法
令
で
定
め
ら
れ
た
手
続
き
を
行
う
際
に
は

行
政
機
関
や
民
間
企
業
な
ど
へ
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
告
知
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

6
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら

　
閲
覧
で
き
る
の
？

　

平
成
29
年
1
月
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
個

人
情
報
の
や
り
と
り
の
記
録
が
確
認
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
イ
メ
ー
ジ

・
自
分
の
個
人
情
報
を
い
つ
、誰
が
、な
ぜ
提
供

し
た
の
か
確
認
で
き
ま
す
。

・
行
政
機
関
な
ど
が
持
っ
て
い
る
自
分
の
個
人

情
報
の
内
容
を
確
認
で
き
ま
す
。

・
行
政
機
関
な
ど
か
ら
一
人
一
人
に
合
っ
た
行

政
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
お
知
ら
せ
が
来
ま
す
。　　
　
　

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
機
能
の
詳
細
は
検
討
中

で
す
。

7
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
扱
い
に

　
注
意
点
は
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、手
続
き
の
た
め
に
行
政
機

関
等
に
提
供
す
る
場
合
を
除
き
、む
や
み
に
他
人

に
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
す
る

こ
と
や
、他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
者

が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
個
人
の
秘
密
が
記
録
さ
れ

た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
不
当
に
提
供
す
る
こ

と
は
、処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る

お
問
い
合
せ
は

　
０
５
７
０�

︱�

２
０�

︱�

０
１
７
８

　
　
　
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
平
日・午
前
９
時
30
分
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
30
分
ま
で

　
　
　
（
土
日
祝
日・年
末
年
始
を
除
く
）

　

町
民
の
皆
さ
ま
に
は
、８
月
下
旬
に「
よ
く
わ

か
る
マ
イ
ン
バ
ー
制
度
」の
小
冊
子
を
配
付
す
る

予
定
で
す
。
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